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SAKUJI TANAKA

RI会長メッセージ

平和はロータリーの実現可能な目標

A Message from President

朋友ロータリアンの皆さん、国際ロータリー会長に指名して

いただいた時、私の年度のテーマは、平和に焦点を当てよ

うと考えました。3 回の平和フォーラムを計画したのは、ロー

タリアンの皆さんに平和について考え、語り、平和な世界を

築く方法についてアイデアを分かち合う機会を持っていただ

きたいと考えたからです。今月、その 3 回目である世界平

和フォーラムが、広島で開催されます。

「平和」とは

　私たちは毎日「平和」という言葉を耳にします。しかし、

私たちのほとんどが、平和とは何なのかについて考えること

はあまりありません。最も単純なレベルでは、「平和」では

ない状態を考えることで定義することができます。つまり、

戦争や暴力や恐れのない状態のことです。飢餓の危険、ま

たは迫害、あるいは貧困の苦しみのない状態を意味してい

ます。

　しかし、「平和」とは何か、どういう可能性があるのかで

定義することもできます。「平和」は、思想と言論の自由、

意見と選択の自由であり、そして自らの意思で決定をするこ

とができることです。安全で安心できる未来を意味し、安定

した社会での人生と家庭を意味するとも言えます。もっと抽

象的に言うと、「平和」とは幸福感や心の平穏、静けさであ

るとも言えます。

「平和」に向けてロータリーができること

　私たちがどのようにこの言葉を使おうと、私たちがどのよ

うに平和を理解していようと、ロータリーは、私たちが平和

を実現することを後押ししてくれます。ロータリーは、保健、

衛生、食糧、教育などの人々の基本的なニーズに、それが

最も必要とされている地域で私たちが応えることができるよ

う助けてくれます。また、友情、絆、思いやりといった、私

たちの心のニーズにも応えることができます。さらに、紛

争の要因を減らすことで、最も伝統的な意味での平和を

築いてくれます。つまり、人や国の間の友情と寛容を育ん

でくれるのです。

　「平和」をどのように定義するにしても、私たちにとっ

て平和が何であったにしても、私たちは奉仕を通じて、平

和をもっと現実に近づけることができます。平和は、どの

ような意味で捉えるにせよ、ロータリーの現実的な目標で

あり、実現可能な目標です。平和は政府による協定や英

雄的な取り組みによって実現できるものではなく、日常の

ささやかな行為の積み重ねの中から見いだし、そして、

達成できるものなのです。

　平和な世界を築くというロータリーの目標に向けて、ま

た「奉仕を通じて平和を」築く活動を実践するため、皆さ

んのご尽力に心から感謝申し上げます。

2012-13年度 国際ロータリー会長

田中　作次
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ガバナーメッセージ A Message from Governor

2012-13年度 第2640地区ガバナー

北中　登一

早いもので、ガバナー就任以来１０ヶ月過ぎ、余す所、２ヶ月足らずとなってまいりました。何事もなく無事ここまで勤めおお

せたのも、皆様方の深いご理解とご協力の賜物と深く感謝しております。

今年は、３年に一度の規定審議会が開催される年となっており、地区からは、米田眞理子 PDG 代表議員として、４月２１日

から２６日にかけ、シカゴで開催された会議に出席をいただきました。

この会議に女性として参加された事は、稀有なこととて、我々の誇りとする所であります。ご苦労に対し、改めてここに厚く

御礼申し上げます。詳細につきましては、この月信が出される頃にご報告いただけるものと思います。

４月１３日には、2013 学年度米山記念奨学生歓迎会並びにカウンセラーオリエンテーションが開催されました。学生は、さ

すが選ばれた方々だけあって、しっかりとした目的を胸に､その抱負を話され、我々の浄財が生きているなと、実感しました。

これからも引き続きご協力を頂ければ幸いです。

又、Future Vision plan がいよいよ、新年度７月から始まります。既に各クラブから、覚書を提出いただき、準備万端次

年度の奉仕活動に必要な諸経費を申請していただく時期となりました。特に新地区補助金につきましては、地区の裁量で、

決定されますので、できるだけ早く計画され、次年度の奉仕活動がスムーズに実施されますよう願ってやみません。グロー

バル補助金、その他につきましては、縛りがあり、簡単に奉仕活動に必要な資金を獲得することは難しいかもしれませんが、

試みてみるだけの価値はあります。特に姉妹クラブをお持ちのクラブは、容易かもしれません。また姉妹クラブをお持ちで

ないクラブでも、Rotary Showcase から簡単にパートナーを見つける事が出来ます。地区 R 財団委員会も皆様の要望に

応えるべく、最大限の努力をするつもりでおります。遠慮なくご相談ください。

よく99％を以って半ばとす、という言葉がありますが、あと一息、あと一息といいながら、ポリオ撲滅宣言はまだ出ないば

かりか、感染国が 3ヶ国から5ヶ国に増えており、2018 年度にはポリオ撲滅宣言をとの RI ロータリー財団の考えですが、

予断は許されません。世界の子供達からこの悲惨な病気を撲滅するために、日夜努力しているＷＨＯの職員の皆様をはじめ、

地元の関係者のご努力を考え､せめて我々ができること、それは資金援助ではありますまいか。ご理解とご協力をお願いしま

す。

RI 会長 田中作次氏は、Peace Through Service をモットーに、世界

各国を歴訪しながら絶えず、平和の大切さを説いて来られました。何故人

の心を打つのか、それは戦争の悲惨さをいやというほど体験して来られた

からです。

彼の言葉には真実があります。その流れの一環として、Berlin､Hawaii

に次いで、間もなく、世界で唯一原子爆弾の洗礼を受けた広島で、「平和

はあなたから始まる」と題して「ロータリー世界平和フォーラム」が開催

されます。



ガバナーメッセージ A Message from Governor

3
GOVERNOR’ S MONTHLY LETTER 2012-2013

冷静に判断するまでもなく、世界の平和を一方で叫びながら、現実の世界を見た時、今続いている日本の平和は、はたして

大丈夫だろうかと、ふと思います。

先日イギリスからの交換学生の両親、祖父と祖母が、来阪されたのです。この家族はパレスチナ人で、祖父だけが今もガザ

地区にお住まいで、イスラエルからの攻撃で、何時殺されるかわからないと恐怖におののいておられた姿、忘れる事が出来

ません。第三次世界大戦が勃発する可能性があります。

イスラエルは、近い将来、イランが核ミサイルを持つ前に、攻撃したいと考えているようです。しかし地理的には、イスラエ

ルからイランまでは遠すぎるので、ＵＳＡの空母の援助なしには不可能です。この戦争にはイスラエルという国家の存亡がか

かっているのです。このどさくさに紛れて、中国は尖閣列島を、更に西太平洋の権益を狙い、韓国は竹島を、そして北朝鮮は、

ミサイルをちらつかせて、平和に酔いしれている日本を虎視耽々と狙っています。こんな状況の中で、今もなお、日米同盟

があるからいざと言うときには、ＵＳＡが助けてくれると考えている人がいます。専門家の声を聴くまでもなく、どこの国が自

国民を犠牲にして、他国を助けましょう。

時は今、日本にとり、自己防衛が喫緊の課題であり、世界の平和もさることながら、自分達の生活を守る努力もしていかな

ければならないと思います。
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ガバナー補佐

門脇　孝文

Words

この挨拶原稿は、本年３月３日、和歌山マリーナシティのホテルにおいて挙行された、海南西ロー

タリークラブ創立２０周年記念祝賀式での祝辞です。

ＩＭ２組のガバナー補佐として、地区を代表して祝意を表したものですが、私のロータリーに対す

る基本的な考えが少し入っております。

先輩ロータリアンの皆様方が多数ご出席されておられる中で、大変僭越ではございますが、ご指名をいただきましたので、

一言、お祝いの言葉を申し述べさせていただきます。

海南西ロータリークラブ様が、このたび、クラブ創立２０周年を迎えられましたこと、先ずもって、心よりお喜び申し上げます。

本日の式典を挙行されるに当り、何かとご多忙の中、事前の打ち合わせなどの下準備に、大変な時間と労力を割かれまし

た松本会長様をはじめ会員の皆様のご努力に対し、心より深い敬意と感謝を申し上げます。

さて、「ロータリーとは一体何をするところなのですか？」と、ロータリークラブの会員でない人から質問を受けたとき、

私たちロータリアンとしては、それに対し簡潔にかつ分かりやすい言葉で説明する必要があります。

そのために、会員一人ひとりが簡潔にかつ分かりやすい表現方法をよく考えておく必要があるというような議論が、地区内

で時々されるときがございます。

私は、このような質問を受けた際は、「ロータリーとは、会員ひとり一人の叡智を集めて地域社会が少しでもよくなる様に

活動するための奉仕団体です。」と、答えることにしていますが、貴クラブが創立以来今日に至るまで、海南・海草の地域社

会の改善に地道に粘り強く取り組まれ、着実な成果を積み重ねておられますことに対し、あらためて衷心より深い敬意を申し

上げます。　

ところで、今世紀に入りインターネットを始めとする通信技術の急速な進歩により、前世紀には考えられもしなかったＥクラ

ブという新しいクラブ形態が誕生するようになりました。

このことにつきましては、いろいろな方面で論議を呼んでいる昨今ですが、私達地域社会に根差しているクラブとしては、

このような動きに惑わされること無く、「あせらず」「無理せず」「背伸びせず」の精神で、一歩一歩着実に海南・海草及び

近隣の地域社会の改善に取り組むことが、最善の道と、私は、考えております。

海南西ロータリークラブ様が今後も変わることなく着実な奉仕の道を歩まれることを切に願っております。

終わりに臨み、貴クラブの益々のご発展と会員ならびに会員のご家族の皆様方のご健勝を祈念いたしまして、お祝いの言

葉とさせていただきます。
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北中ガバナーの補佐として

ガバナー補佐

井上　隆彦

Words

昨年７月１日から１年間，北中ガバナーの補佐役をさせて頂いております。

ロータリー会員歴としては昭和６２年以来２５年余りになりますが，クラブでの活動はそれなりに

させて頂いて参りましたものの地区の活動としては見るべきものはなく，正直申し上げてどのよう

に活動させて頂いたらいいのか模索しつつの一年となっております。

北中ガバナーの献身的な活躍ぶりには尊敬の念を禁じ得ませんし，又，同僚ガバナー補佐並びに

地区の役員の方々にはこれぞロータリアンとの思いも抱かせて頂いておりまして，心強く思ってお

ります。

しかしながら，当地区の現状を見ますに益々混迷の渕に陥っていくようで，本当に残念でなりません。

私は，補佐を引き受けさせて頂くに際し，地区と各クラブとの連絡役，それもクラブの側に立っての連絡役をさせて頂くと

の考えを申し上げておりまして，今もそれが私の役割であると思っております。

ロータリークラブといった組織は，もとより世界平和，世界の文化交流，相互理解の推進という目標はありますものの，

極めて漠然としたものであり，会社組織のごとく具体的な目標をもっているものではありません。

従って，奉仕と親睦を二つの輪として，互いに切磋琢磨しながらロータリーの付き合いを楽しむということであると思って

おります。

このように考えますと，身近な関係である各クラブが最も大事なものであって，地区はその支えにすぎないことが見えて

参ります。私の考えが正しいなどといった思いは毛頭ありませんが，クラブあっての地区であることは私の信念でもあります。

そのうえで，各ロータリアンは所属クラブのみならず，地区の運営にも最大限の協力が求められているということになるので

しょう。

任期も後僅かとなりましたが，このようなことで少しでもお役に立てればと希う者です。
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石橋　理代
いしばし　まさよ

所属クラブ：
職 業 分 類 ：
生 年 月 日 ：

御坊南
キノコ栽培
1953年2月15日

福井　重次
ふくい　じゅうじ

所属クラブ：
職 業 分 類 ：
生 年 月 日 ：

橋本
コンクリート工事
1931年8月22日

石川　直基
いしかわ　なおき

所属クラブ：
職 業 分 類 ：
生 年 月 日 ：

泉佐野
弁護士
1966年4月3日

松本　光代
まつもと　みつよ

所属クラブ：
職 業 分 類 ：
生 年 月 日 ：

松原中
不動産管理
1938年4月9日

中森　秀治
なかもり　しゅうじ

所属クラブ：
職 業 分 類 ：
生 年 月 日 ：

大阪千代田
介護用品販売
1950年10月16日

間野　遼子
まの　りょうこ

所属クラブ：
職 業 分 類 ：
生 年 月 日 ：

大阪千代田
IT会社経営
1985年12月27日

吉田　健一
よしだ　けんいち

所属クラブ：
職 業 分 類 ：
生 年 月 日 ：

大阪千代田
石材業
1984年5月8日

吉本　政紀
よしもと　まさき

所属クラブ：
職 業 分 類 ：
生 年 月 日 ：

大阪千代田
動物霊園
1985年5月11日

笹山　悦夫
ささやま　えつお

所属クラブ：
職 業 分 類 ：
生 年 月 日 ：

堺北
行政書士
1952年6月5日

脇坂　栄二
わきさか　えいじ

所属クラブ：
職 業 分 類 ：
生 年 月 日 ：

堺フラワー
司法書士
1967年3月14日

森口　浩紀
もりぐち　ひろき

所属クラブ：
職 業 分 類 ：
生 年 月 日 ：

和歌山
観光事業
1967年4月4日

田原　和己
たはら　かずみ

所属クラブ：

職 業 分 類 ：

Rotary E-Club
Sunrise of Japan
インテリア用品販売

訃報

今泉　富雄 様
堺清陵RC

1917年10月16日 生
2013年3月16日 死去

在籍期間 ：
職業分類 ：
表彰　　 ：

25年（名誉会員）
生菓子製造
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー6回
ベネファクター3回
第6回米山功労者マルチプル

新入会員のご紹介
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PHF・ＭPHF・ベネファクター 認証者
  2013年3月

Ｆ・・・ポール・ハリス・フェロー　　数字・・・マルチプル・ポール・ハリス・フェロー　　ＢＥ・・・ベネファクター

米山功労者 
2013年3月

米山功労クラブ
2013年3月

クラブ 氏名 表彰名

堺フェニックス 米田 眞理子 第20回 米山功労者メジャードナー
堺西 濵口 正義 第43回 米山功労者メジャードナー
堺南 池中 徳治 第9回 米山功労者マルチプル
和歌山東 堀岡 忠男 第2回 米山功労者マルチプル
和歌山東 堀井 孝一 第2回 米山功労者マルチプル

Club Name

Kishiwada East Takaharu Yukimoto 4
E-Club Sunrise of Japan Chimyo Yanase 6

クラブ 表彰名

堺 第64回 米山功労クラブ
堺フェニックス 第15回 米山功労クラブ
堺西 第19回 米山功労クラブ
和歌山東 第37回 米山功労クラブ
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ロータリー補助金ニュース ～ローカルで活動し、グローバルなニーズに応える～

持続可能性のあるプロジェクトの立案を支援したロータリアン

水分野の専門家、エンジニア、地質学者やその他の専門家ロータリアン

から成るチームがインド北西部を訪れ、地元のロータリアンと国際的

パートナーが実施するグローバル補助金プロジェクト（きれいな水と衛

生設備を 1,800 人以上の村人に提供する）の立案を支援しました

UNESCO-IHE（ユネスコ水教育研究所）奨学金

ロータリーの戦略パートナー、ユネスコ水教育研究所（UNESCO-IHE）への留学を支援する 2013-14 年度パッケージ・

グラント奨学金の申請書を、オンラインでご利用いただけます。この奨学金を通じて、水と衛生分野の専門家を育成し、

また専門家とロータリアンとの長期的かつ生産的な関係を築きます。パッケージ・グラントおよび申請方法については、

こちら [http://www.rotary.org/ja/grants/grants-basics/explore-grants/packaged-grants] をご覧くださ

い。また、補助金とその申請手続きに関する概要もご参照ください。

ユネスコ水教育研究所の第一期奨学生の活動と研究の進展については、奨学生のフェイスブックページおよびリンクトイ

ンのページでご覧ください。

パッケージ・グラントに関するウェビナー

パッケージ・グラントは、財団の戦略パートナーとすでに立案されたプロジェクトで協力する機会を提供し、資金はすべ

て財団と戦略パートナーによって賄われる補助金です。この度、1 時間のパッケージ・グラントに関するウェビナーを開

催することとなりました（英語）。このウェビナーでは、パッケージ・グラントへの申請方法やロータリーの 4 つの戦略

パートナーについての情報が提供されます。また、実際にパッケージ・グラントを成功させたロータリアンがその経験に

ついて説明し、RI 職員が参加者からの質問を受ける予定となっています。英語で行われるこのウェビナーの日程は以下

の通りです。

5 月 2 日（火）正午～午後 1 時（米国中部標準時間）*

* 日本時間は、5 月 3 日（水）午前 2 時となります。
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ロータリー補助金ニュース ～ローカルで活動し、グローバルなニーズに応える～

2013 年 RI 国際大会のワークショップ

6月に開催されるリスボン国際大会にご出席の際は、ロータリー補助金に関する以下のワークショップにもぜひご参加く

ださい。 

・　職業研修チーム（VTT） 

・　グローバル補助金申請書記入方法 101（Global Grant Writing 101） 

・　グローバル補助金申請書記入方法 102（Global Grant Writing 102） 

・　ロータリー奨学金の機会（Rotary Scholarships Spectrum of Opportunities） 

・　水と衛生（Focus on: Water and Sanitation） 

・　母子の健康（Focus on: Maternal and Child Health） 

・　疾病予防と治療（Focus on: Disease Prevention and Treatment） 

・　平和と紛争予防／解決（Focus on: Peace and Conflict Prevention/Resolution） 

・　識字率向上と基本的教育（Focus on: Basic Literacy and Education） 

・　経済と地域社会の発展（Focus on: Economic and Community Development） 

・　変化のためのパートナー：ロータリーの戦略パートナー（Partner for Change: Rotary’s Strategic 

Partnerships）

（ロータリー補助金ニュース　2013 年 4 月より抜粋）





2013 6 15 11 00 14 00 
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文　庫　通　信 BUNKO TSUSHIN

「ロータリー文庫」は日本ロータリー５０周年記念事業の一つとして 1970 年に創立された皆様の資料室です。

ロータリー関係の貴重な文献や視聴覚資料など、２万余点を収集・整備し皆様のご利用に備えております。閲覧は勿論、電

話や書信によるご相談、 文献・資料の出版先のご紹介、絶版資料についてはコピーサービスも承ります。また、一部資料は

ホームページで PDF もご利用いただけます。

クラブ事務所にはロータリー文庫の「資料目録」を備えてありますので、 ご活用願います。　

以下資料のご紹介を致します。

◎「やさしいロータリーの話－間柄の美学」　佐藤千壽　1984　27p

◎「企業の社会的責任」　佐藤千壽　D.2590　1996　26p

◎「企業行動のあり方」　佐藤千壽　D.2770　1996　69p

◎「決議 23-34（セントルイス宣言）成立の経緯」　佐藤千寿　1985　24p　

◎「ロータリー論策－親睦と奉仕」　佐藤千壽　1996　70p　

◎「井坂孝の足跡」　鈴木清次編著　2009　221p

◎「ロータリー夜話」　津田進　1987　116p

◎「ロータリー茶話」　津田進　1989　143p

◎「ロータリー余話」　津田進　1994　106p　

◎「ロータリー夜話・茶話《抜粋編》」　津田進　1994　141p

［上記申込先：ロータリー文庫 ]

ロータリアンの著書より

ロータリー文庫

〒105－0011 東京都港区芝公園 2-6-15 黒龍芝公園ビル 3 階

TEL（03)3433-6456・FAX（03)3459-7506　　　　http://www.rotary-bunko.gr.jp

開館＝午前 10 時～午後 5 時　　休館＝土・日・祝祭日
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お知らせ

2013 年規定審議会代表議員

PDG 米田眞理子

　4 月 20 日シカゴ・オヘア空港に到着。会場のマリオットホテルにチェックイン。代表議員登録、資料を受けとる。

RI 進行担当から、開会式デモの役を依頼される。担当者いわく｢あなたは日本で初の第一号女性代表議員だから是非やっ

てほしいわ」その後から、予行演習に入る。壇上の面々も、原稿の読み合わせ。

　田中作次 RI 会長が，予行現場に現れ、ご挨拶申し上げると、｢日本から女性は何人だね ?｣｢私一人です。｣｢半分半分 5

分 5 分にしたいね !｣と、とてもお元気そうで、開会式では堂々たる英語でスピーチされた。規定審議会の代表議員の重

要性について説明。全員元ガバナーだから、慣れたもの。

　22 日 9 時からいよいよ立法案審採択が始まる。わくわくする一瞬である。地区からの反対声明賛成声明も熟読。準備

万端体調万全で臨む。水曜日の中休みに、ポールハリスの居宅を見学、その後墓参し花を供えた。

　順調に議事は進み、予定通り 26 日に終える。議事録はすべてガバナー事務所に送る。写真ならびに議事録は USB に

保存し帰国の途に着く。

　すべての議事録はガバナー事務所に保管。賛否の結果はリストにて取り急ぎ公表。詳細については可能な限り回答させ

ていただきます。

以上

２０１３年シカゴ規定審議会速報
2013年規定審議会に出席して　　

～2013年 4月21日から26日までシカゴにて～
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お知らせ

規定審議会の投票結果速報を掲載します

投票結果速報（非公式）を掲載いたします。

2013 年規定審議会で討議される全案件を収めた 立法案集をダウンロード し、クラブ、地区、RI 理事から提出された

全案件をご覧ください。 （http://www.rotary.org/ より一部転記）

A = 採択された案件　　AA = 修正案として採択された案件　　R = 否決された案件
W = 撤回された案件　　CW = 撤回とみなされた案件　　RTB = 理事会付託

Council
Number Title Action

Yes
Votes

No
Votes

13-01 クラブ報告の規定を改正する件 A 311 174
13-02 クラブ幹事を理事会のメンバーとするよう規定する A 285 211

13-03 クラブ役員に関する規定を改正する件 A
Vote by
show of
Cards

13-04 クラブ役員に関する規定を改正する件 R 105 384
13-05 クラブ会長選出のスケジュールを改正する件 R 192 287
13-06 クラブ会長の資格要件を改正する件 A 293 184
13-07 クラブ会員の入会金を廃止する件 R 231 256
13-08 元クラブ会員の2 回目の入会金を免除する件 A 330 158
13-09 元クラブ会員の2 回目の入会金を免除する件 W
13-10 クラブの分割を認める件 W
13-11 出席義務を改正する件 W
13-12 出席規定に奉仕の要件を含めるよう改正する件 AA 340 165
13-13 出席要件を改正する件 R 204 309
13-14 欠席の規定を改正する件 A 381 128
13-15 連続欠席の規定を改正する件 R 186 319
13-16 クラブの出席報告要件を削除する件 R 196 318
13-17 欠席のメークアップに関する規定を改正する件 W
13-18 欠席のメークアップに関する規定を改正する件 R 235 274
13-19 欠席のメークアップに関する規定を改正する件 R 139 367
13-20 欠席のメークアップに関する規定を改正する件 W
13-21 欠席のメークアップに関する規定を改正する件 R 110 402
13-22 出席規定の免除の規定を改正する件 A 415 96
13-23 出席規定の免除の規定を改正する件 A 337 132
13-24 出席規定の免除の規定を改正する件 R 131 356
13-25 出席規定の免除の規定を改正する件 W
13-26 出席規定の免除の規定を改正する件 W
13-27 RI 役員の欠席に関する規定を改正する件 AA 347 159
13-28 出席記録の算出に関する規定を改正する件 A 265 218
13-29 出席記録の計算に関する規定を改正する件 R 60 445
13-30 クラブ例会の構造決定に柔軟性を与える件 W
13-31 衛星会合について規定する件 R 243 260
13-32 衛星クラブについて規定する件 AA 370 130
13-33 E クラブが、オンラインの代わりに、従来の方式による例会を開催できることを規定する件 W
13-34 クラブの例会を、毎週もしくは隔週のいずれでも良いと認める件 R 175 337
13-35 クラブ例会を少なくとも月3 回と定める件 R 78 435
13-36 クラブ例会を少なくとも月2 回と定める件 W
13-37 クラブ例会を年に6 回まで取りやめることを認める件 R 121 389
13-38 クラブが継続的に新会員を入会させる努力をすることを規定する件 R 177 330
13-39 ロータリーの会員の全般的資格条件を改正する件 R 62 436
13-40 すべてのロータリーの学友が正会員となることを認める件 R 295 198
13-41 特定の元奨学生を正会員として認める件 RB
13-42 家事専業の人を正会員として認める件 R 335 181
13-43 仕事をしたことがない人または仕事を中断している人を正会員として認める件 AA 359 165
13-44 早期退職をした人や、長期休暇にある人を正会員として認める件 W  
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お知らせ

Council
Number Title Action

Yes
Votes

No
Votes

13-45 職業分類の制限を改正する件 R 133 380
13-46 職業分類の制限を改正する件 R 109 404
13-47 職業分類の制限を改正する件 R 74 442
13-48 会員の終結に関する規定を改正する件 A 389 131
13-49 移籍ロータリアンと元ロータリアンに関する規定を改正する件 A 446 65
13-50 移籍ロータリアンと元ロータリアンに関する規定を改正する件 A 266 237
13-51 移籍ロータリアンと元ロータリアンに関する規定を改正する件 AA 260 258
13-52 移籍ロータリアンと元ロータリアンに関する規定を改正する件 AA 403 108
13-53 名誉会員がRI 徽章を着用するのを認める件 A 448 59
13-54 各地区におけるE クラブの制限数をなくす件 A 295 220
13-55 地区番号に地理的呼称を付記することをガバナーに認める件 R 142 373

13-56 パスト・ガバナー審議会について規定する件 R
Vote by
show of
Cards

13-57 地区協議会の目的を改正する件 R 46 460
13-58 「地区協議会」という言葉を「クラブ・リーダーシップ研修セミナー」に変更する件 AA 288 226
13-59 地区協議会の開催地の選定に関する規定を改正する件 R 71 450
13-60 地区大会での投票手続を改正する件 R 53 461
13-61 地区大会での投票手続を改正する件 R 42 473
13-62 地区大会の投票手続を改正する件 A 317 177
13-63 地区大会の委任状による代理投票に関する規定を改正する件 R 210 292
13-64 ロータリーの綱領に、青少年の参加と育成に関する第5 項目を追加する件 RB
13-65 ロータリーの綱領に新世代の奉仕と育成に関する第5 項目を追加する件 RB
13-66 ロータリーの綱領に環境保護に関する第5 項目を追加する件 R 76 442
13-67 ロータリーの綱領の第4 項目を改正する件 R 91 430
13-68 ロータリーの綱領を改正する件 R 38 480
13-69 第五奉仕部門を改正する件 A 308 205
13-70 RI の恒久的な年次テーマを創る件 R 122 399

13-71 ロータリー財団管理委員の空席を充填する件 A
Vote by
show of
Cards

13-72 財団管理委員の任期を改正し、管理委員長の任期を4 年に延長する件 R 30 486
13-73 財団管理委員の任期を改正する件 W
13-74 財団管理委員会の資格条件を改正する件 W
13-75 会長の資格条件を改正する件 R 91 423
13-76 会長指名委員会委員の資格要件を改正する件 AA 366 149
13-77 会長選挙の郵便投票に関する規定を改正する件 W
13-78 理事および理事指名委員会委員の資格条件を改正する件 R 250 259
13-79 理事指名委員会の投票手続を改正する件 W
13-80 理事指名委員会委員の資格要件を改正する件 W
13-81 理事指名委員会委員の資格要件を改正する件 AA 252 247
13-82 指名委員会による理事ノミニー選出に関する規定を改正する件 R 220 281
13-83 指名委員会により選出された理事ノミニーへの対抗候補者に関する規定を改正する件 R 117 384
13-84 指名委員会により選出された理事ノミニーへの対抗候補者に関する規定を改正する件 R 175 323
13-85 指名委員会により選出された理事ノミニーおよびガバナー・ノミニーへの対抗候補者に関する規定を改正する件 W
13-86 ガバナーの任務を改正する件 A 292 225
13-87 ガバナー・ノミニーの資格条件を改正する件 R 144 376
13-88 ガバナー・ノミニーの資格条件を改正する件 W
13-89 ガバナー・ノミニーの資格条件を改正する件 R 190 312
13-90 「ガバナー・デジグネート（governor-designate）」の肩書を新設する件 AA 306 197
13-91 ガバナー・ノミニー選挙の過程において、ガバナーが特定の選挙活動を承認することを認める件 R 53 457
13-92 クラブがガバナー・ノミニー候補者を推薦するために、設立から3 年が経過していることを要件とする件 R 41 476
13-93 郵便投票に関する手続き規定を改正する件 A 448 64
13-94 郵便投票に関する手続き規定を改正する件 R 20 479
13-95 地区大会におけるガバナー選挙の規定を改正する件 A 261 245
13-96 クラブがガバナー・ノミニーへの対抗候補者を推薦するために、設立から3 年が経過していることを要件とする件 W
13-97 対抗候補者の支持に関する規定を改正する件 R 75 432
13-98 対抗候補者の支持に関する規定を改正する件 AA 332 154
13-99 ガバナー・ノミニーの対抗候補者の支持に関する規定を改正する件 W
13-100 ガバナーの空席に関する規定を改正する件 AA 306 209
13-101 地区から繰り返し提出される選挙の不服申し立てに関する規定を改正する件 A 331 166
13-102 選挙の不服申し立てに関する規定を改正する件 AA 350 134
13-103 試験的プロジェクトに参加できるクラブの数を200 から1,000 に増やす件 A 447 69
13-104 E クラブの所在地域に関する規定を改正する件 A 276 231

A = 採択された案件　　AA = 修正案として採択された案件　　R = 否決された案件

W = 撤回された案件　　CW = 撤回とみなされた案件　　RTB = 理事会付託
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お知らせ

Council
Number Title Action

Yes
Votes

No
Votes

13-105 クラブ自治権について規定する件 R 204 310
13-106 然るべき理由がある場合のクラブの懲戒に関する規定を改正する件 AA 426 90
13-107 クラブの合併に関する規定を改正する件 R 100 420
13-108 地区の境界を変更する理事会の権限を改定する件 W
13-109 地区の境界を変更する理事会の権限を改正する件 A 288 229
13-110 地区の境界を変更する理事会の権限を改正する件 R 227 296
13-111 新しい地区を援助する手続を規定する件 A 323 191
13-112 運営審査委員会の責務内容を改正する件 A 469 47
13-113 RI 長期計画委員会の責務内容を改正する件 AA 469 50
13-114 RI 戦略計画の監督を含めるために理事会の権限に関する規定を改正する件 A 319 199
13-115  監査委員会の責務内容を改正する件 W
13-116 ローターアクトおよびインターアクト委員会の名称を、新世代委員会と変更する件 R 234 272
13-117 世界平和のためのRI 常任委員会を設立する件 W
13-118 RIBI の管理機関の名称を「審議会」から「RIBI 理事会」に変更する件 R 288 215

13-119 印刷されたロータリー雑誌を受け取るか、インターネットを通じて受信するかの選択肢を、米国およびカナダ以外
の国のクラブに与える件

A 410 95

13-120 旅行経費の支払いに関する方針をRI 細則から削除する件 A 343 175
13-121 旅行経費の支払いに関する方針を改正する件 RB
13-122 旅行経費の支払いに関する方針を改正する件 RB
13-123 旅行経費の支払いに関する方針を改正する件 RB
13-124 旅行経費の支払いに関する方針を改正する件 W
13-125 旅行経費の支払いに関する方針を改正する件 RB

13-126 人頭分担金を増額する件 A
Vote by
show of
Cards

13-127 各クラブが最低15 名分の人頭分担金を支払うことを規定する件 R 133 385
13-128 各クラブが支払う半期人頭分担金の最低額をなくす件 A 264 244
13-129 年齢が35 歳未満および70 歳を超える会員の人頭分担金を減額する件 R 92 423
13-130 自然災害時に人頭分担金を減免または猶予する件 A 348 156
13-131 元ローターアクターの人頭分担金を1 年間免除する件 R 176 330
13-132 RI 年次大会のために追加の人頭分担金を設ける件 R 132 374
13-133 RI 理事会が、クラブ報告書の提出期日とRI 人頭分担金の納入期日を定めることを規定する件 W
13-134 RIBI の納入する人頭分担金を改定し、RI の使途不指定の純資産への拠出を廃止する件 A 378 120
13-200 一般剰余金の目標額の計算を改正する件 A 400 83
13-135 国際協議会の開催時期に柔軟性をもたせる件 W
13-136 RI の地域大会に関する規定を削除する件 A 462 41
13-137 規定審議会の開催時期を10 月、11 月または12 月とし、立法案提出の期日を変更する件 R 261 252

13-138 地区決議会合を含めるためにクラブ提出の立法案の地区による承認と地区大会での投票について改正する件 A
Vote by
show of
Cards

13-139 規定審議会を4 年ごとに招集するよう定める件 R 251 264
13-140 立法案を制定案に限定する件 R 105 383
13-141 欠陥のある立法案の定義を改正する件 A 334 174
13-142 審議会議場での立法案の修正をなくす件 R 171 332
13-143 規定審議会において大規模な地区に追加の投票権を与える件 R 66 446
13-144 規定審議会において大規模な地区に追加の投票権を与える件 R 122 388
13-145 規定審議会において大規模な地区に追加の投票権を与える件 R 73 443

13-146 大規模地区は審議会代表議員を2 名まで選ぶことができ、同じロータリアンが代表議員として審議会に出席する
回数を2 回までとする件

W

13-147 審議会代表議員の選出時期を改正する件 R 154 356
13-148 審議会代表議員の指名手続を改正する件 R 249 251
13-149 審議会代表議員の指名手続を改正する件 A 335 172
13-150 審議会代表議員の選出手続を改正する件 A 329 180
13-151 クラブおよび地区の理事会に広報委員長を含めることを検討するようRI 理事会に要請する件 W
13-152 クラブ公共イメージ委員会の役割を拡大することを検討するようRI 理事会に要請する件 W

13-153 新しい種類の会員（準会員）の導入を提案するための立法案を次回の規定審議会に提出することを検討するよ
うRI 理事会に要請する件

A 284 219

13-154 「ロータリーの支援者（Friends of Rotary）」という立場を設けることを検討するようRI 理事会に要請する件 R 218 293
13-155 パスト・ガバナー諮問委員会に追加的な権限を与えることを検討するようRI理事会に要請する件 R 205 307
13-156 ロータリーの綱領の重要性を推進することを検討するよう、RI 理事会に要請する件 R 194 319

13-157  ロータリーの綱領の第2 項に掲げる職業に関する既定を真摯に受け止め、ロータリアンの職業奉仕の指針とし
て奨励するようRI 理事会に要請する件

A 264 240

13-158 児童奴隷を阻止するためのキャンペーンを支援することを検討するようRI 理事会に要請する件 W
13-159  器切除の予防を支援することを検討するようRI 理事会に要請する件 R 248 268
13-160 対人地雷の問題を優先事項とすることを検討するようRI理事会に要請する件 W

A = 採択された案件　　AA = 修正案として採択された案件　　R = 否決された案件

W = 撤回された案件　　CW = 撤回とみなされた案件　　RTB = 理事会付託
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A = 採択された案件　　AA = 修正案として採択された案件　　R = 否決された案件

W = 撤回された案件　　CW = 撤回とみなされた案件　　RTB = 理事会付託
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3年に1度の規定審議会がシカゴで開催

今週（4 月 21 ～ 26 日）、ロータリーの 532 地区から代表議員がシカゴに

集まり、規定審議会を行っています。3 年に 1 度開かれる審議会では、ロー

タリーの組織規定（国際ロータリー定款と細則、標準ロータリー・クラブ定款）

に変更を加える、クラブや地区などが提出した立法案を審議します。今回の審

議会の立法案は 174 件に上ります。 

歴史とともに変化 

79 年の歴史をもつ規定審議会、当初は立法案審査を助ける諮問会合として国

際大会中に行われていました。最初の会合は 1934 年、不況、平和への脅威、

高い失業率で世界が揺れ動いている中での開催となりました。1954 年まで

には審議制度も確立し、制定案と決議案を検討するために 2 年に 1 度行われ

るように変更されました。 

1970 年国際大会では、審議会を諮問的立場にある会合としてではなく、組

織規定の改定案件を審議するロータリーの公式立法機関とすることが決まり、

4 年後には、国際大会に合わせて 3 年に 1 度開催することが決定されました。

そして 1977 年、規定審議会は国際大会から独立した会合となりました。 

審議会におけるテクノロジーの利用も、時代とともに進化してきました。

1970 年からは、ヘッドホンを通じて通訳を聞けるようになり、今日、出席者は 2 言語間の通訳だけでなく、3 言語の

リレー同時通訳を聞けるようにもなりました。また、2001 年には電子投票システムが導入されました。 

時代のニーズに応えるために 

これまでに実にさまざまな案件が審議されてきました。もちろん、意見の衝突が起こることもあります。しかし、規定審

議会には一つの真実があります。急速に変化を遂げる世界において、ロータリーも時代のニーズに応えて進化する必要が

あり、それを可能にするのが規定審議会であるということです。ロータリーに大きな変化をもたらした審議会決定には、

次のようなものがあります。 

•1980 年、ポリオから子どもを守る予防接種活動の実施が決定されました。その前年には、フィリピンの 600

万人の子どもにポリオ予防接種を行うための資金を提供する、最初の「保健、飢餓追放および人間性尊重

（3-H）補助金」を理事会が採択しました。この活動は 1985 年、ポリオ･プラス･プログラムに発展し、翌年

1986 年の審議会では、世界中の子どもに予防接種を行ってポリオを撲滅するロータリーの誓いが採択されま

した。今日でも、ロータリーはポリオ撲滅を最優先項目として掲げています。 

•1989 年、世界中のクラブで女性の入会を認めることが票決され、世界各地のクラブの長年の願いが実現しま

した。ロータリーの女性会員とその歩みについての記事 

•1950 年、ロータリーの「超我の奉仕」と「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」の標語が採択されました。

ロータリーの標語についての記事 

•2001 年の審議会は、1,000 件を超える案件が提出され、600 以上の立法案が審議された歴史的な会合とな

りました。

現在、シカゴで規定審議会が開催されています。
写真提供：Monika Lozinska

（http://www.rotary.org/ より）

記事：Arnold R. Grahl 
ロータリー・ニュース：2013 年 4 月 23 日
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Bridal 支援委員会委員　中井　崇嗣

　2013 年 4 月 21 日（日曜日）、河内長野ロータリークラブ・( 財 ) 自転車センター関西サイクルスポーツセンター主

催で『恋で、婚活。』というイベントが行われました。前日の雨とは打って変わって少し肌寒さは残っていますが清々し

い晴れの日に、関西サイクルスポーツセンターにて男女合わせて約 100 人強の参加者が集まり開催されました。

　年齢は 20 歳から 49 歳の成人独身者限定のもので、参加者は真剣に婚活をされている方々でした。

　まず最初に自己紹介タイムがあり、全員と話す機会が設けられました。その時点で第一印象の良かった方を紙に書き主

催者へ提出、その後グループに分かれてバーベキューをされました。バーベキューは河内長野ロータリークラブの会員の

皆様が食材、飲料などのご準備と、参加者の皆様へのご案内をされ、スムーズに進みました。皆様でお話をされながらの

バーベキューはとても楽しそうでした。その後はタイトルにもある『恋で、婚活。』から『恋で』＝『自転車をこいで』と

いうことでコースをサイクリングする企画がありました。自然の中、自転車をこぎながらコミュニケーションをはかる企

画で楽しそうに参加されていました。なかなか恥ずかしいのか、スタート地点では男性同士、女性同士と参加されたグルー

プで集まっていらっしゃいましたが、走りながらコミュニケーションをとられた事でしょう。

　自己紹介やバーベキュー・サイクリングの時間を過ごされ、皆様の意向をもとに今回 7 組がカップルになられました。

その方達には電気自動車でコース内を回る、いわゆるツーショットの時間がプレゼントされました。

　残念ながらカップルにはならなかった方々もこの出会いを大切にされ、各自で連絡先の交換をされていました。

　現場で参加された方々のお顔を拝見していると、照れながらもとてもわくわくされている気持ちが伝わってきました。

　今回の河内長野ロータリークラブの活動は、少子化問題という現代の大きな問題に取り組んだ貴重な活動であると思い

ます。

　そして何よりも、参加された皆様が「楽しかった」と喜んで帰られたということで、この活動の成功を一言で物語って

いると思います。

Bridal 支援委員会より河内長野RCイベント報告
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4 月 13日（土） 2013 年規定審議会代表議員 パストガバナー米田眞理子氏 壮行会
スターゲイトホテル関西エアポート

4月 13日（土） 2013 学年度ロータリー米山記念奨学金 カウンセラー・米山奨学生オリエンテーション
ホテルサンルート関空



21
GOVERNOR’ S MONTHLY LETTER 2012-2013

第２６４０地区　出席報告（2013年3月）

 Rotary E-Club
Sunrise of Japan


